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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年７月７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年２月９日 ０９時００分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市西区小呂
おろの

島北西方沖 

 小呂島港西２号防波堤灯台から真方位３２８°１１.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°０１.５′ 東経１２９°５４.８′） 

事故調査の経過  平成２３年２月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三十二新
しん

東
とう

丸、２８０トン 

   ＹＧ１－５６３（漁船登録番号）、新洋漁業株式会社（Ａ社） 

   ４４.７３ｍ（Lr）×８.６０ｍ×３.９８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数６４０、昭和５９年５月 

Ｂ 漁船 祐
ゆう

幸
こう

丸、１９トン 

   ＦＯ２－６３６４（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.６３ｍ（Lr）×４.４０ｍ×１.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６０３kＷ（漁船法馬力数）、昭和６３年１２月２ 

   ７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成８年７月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年７月１９日 

    免状有効期間満了日 平成２３年８月１３日 

  甲板員Ａ 男性 ５９歳 

   海技免状等 なし（甲板部航海当直部員の証印受有） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年３月１１日 

    免許証交付日 平成２２年１月８日 

           （平成２７年２月１４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板擦過傷、手すり曲損 

Ｂ 右舷中央外板破口、船橋構造物損傷、機関室浸水 

 事故の経過  Ａ船は、まき網船団の運搬船で、船長Ａほか７人が乗り組み、甲板員Ａ
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 が、平成２３年２月９日０８時００分ごろ単独の船橋当直に就き、小呂島

北西方沖を針路約１７０°（真方位、以下同じ。）及び速力約１１ノット

（kn）で佐賀県唐
から

津
つ

市唐津漁港に向けて航行した。 

 甲板員Ａは、手動操舵を行いながら南進中、６Ｍレンジとしたレーダー

で左舷前方約２～３Ｍに約２～３隻の船舶を探知し、目視でも一見した

が、その後は趣味のことに思いを巡らせ、見張りを行っていなかったの

で、左舷側から接近していたＢ船に気付かなかった。 

甲板員Ａは、至近に接近したＢ船に初めて気付き、左舵一杯としたが、

０９時００分ごろ、小呂島北西方沖において、Ａ船の船首部とＢ船の右舷

中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、船長Ｂが、単独で操船に当たり、

乗組員３人を船尾甲板での投縄作業に当たらせ、Ｂ船のほか僚船５隻が約

０.７～０.８Ｍの間隔でほぼ横一列に並び、Ｂ船が６隻のうちの最も北側

に位置してふぐ延縄の投縄を始め、針路約２７０°及び約６.５～７kn の

速力で航行した。 

船長Ｂは、左舷側にいた僚船の進路の確認や船間距離を保つことにのみ

注意を向け、右舷側の見張りを行っていなかったので、右舷側から接近し

ていたＡ船に気付かずに投縄を続けた。 

船長Ｂは、至近に接近したＡ船に初めて気付き、左舵一杯としたが、Ａ

船とＢ船が衝突した。 

船長Ｂは、携帯電話で海上保安庁に１１８番通報を行った。 

 Ｂ船は、浸水したので排水しながら僚船の支援を得て福岡市玄界漁港へ

入港し、Ａ船は、自力で福岡市博多港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項 Ａ船は、９日０６時４５分ごろ漁獲物の積込みを終えて航行を開始し、

船長を除く乗組員４人が２時間交替で船橋当直を行い、甲板員Ａが、０８

時００分ごろ単独の船橋当直に就いた。また、船長Ａは、いつも在橋する

ようにしていたが、本事故当時は、０７時４０分ごろに船橋を離れて食堂

で朝食をとっていた。 

Ａ船は、レーダー２台を作動させていた。 

Ｂ船は、レーダーを３Ｍレンジとして作動させていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、小呂島北西方沖を南進中、甲板員Ａ

が、左舷前方に約２～３隻の船舶を認めたもの

の、その後は趣味のことに思いを巡らせ、適切な

見張りを行っていなかったことから、左舷側から

接近していたＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、小呂島北西方沖を西進しながら投縄

中、船長Ｂが、左舷側にいた僚船の動向に注意を

向け、右舷側の適切な見張りを行っていなかった

ことから、右舷側から接近していたＡ船に気付か
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ずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、小呂島北西方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が西進中、両

船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

 本事故後、Ａ船の船舶所有者は、次の改善措置をとった。 

Ａ社所属船舶の乗組員に対し、航行中の見張りを厳重に行うように指導

した。 

 




